
目

次

訓

令

甲

◎
佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
の
一
部
改
正

（
一
一
・
職
員
課
）

一

〇

訓

令

佐
賀
県
訓
令
甲
第
十
一
号

本

庁

現

地

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

平
成

年

月

日

佐
賀
県
知
事

古

川

康

第
二
条
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
一
条
第

一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
課
長
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
長
、
組
織
規
則
第

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、

第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監

第
四
条
第
三
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

企
業
立
地
総
括
監

九

雇
用
対
策
総
括
監

第
四
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
第
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
企
画
・
経
営

グ
ル
ー
プ
長
が
不
在
の
と
き
は
、
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
長
が
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
の

副
課
長
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
七
項
中
「
本
部
の
企
画
調
整
及
び
経
営
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
組
織
規

則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ
た
副
課
長
、」
を
削
り
、「
粒
子
線
治
療
推

進
監
」の
下
に
、「
、
地
域
医
療
体
制
整
備
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
組
織
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ
た
副
課
長
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
十
三

条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

９

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
が
不
在
の
と
き
は
、
危
機
管
理
・
広
報
課
長
が
そ
の
事

務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
中
第
十
二
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中

「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

13

建
設
政
策
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
建
設
政
策
監
が
不
在
の
と

き
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
長
が
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
の
副
課
長
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者

が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
九
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10

企
業
立
地
総
括
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
企
業
立
地
総
括
監
が

不
在
の
と
き
は
、
企
業
立
地
課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

雇
用
対
策
総
括
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

佐 賀 県 公 報

（
◎
印
は
、
県
例
規
集
に
登
載
す
る
も
の
）

号外第8号平成 年 月 日(火)1

平成 年
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号外第8号



か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

雇
用
対
策
総
括
監
が
不
在
の
と
き
は
、
雇
用
労
働
課
長

二

雇
用
対
策
総
括
監
及
び
雇
用
労
働
課
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
雇
用
労
働
課
の

副
課
長

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

佐 賀 県 公 報号外第8号 平成 年 月 日(火) 2
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別表第１（第２条の２関係）

事務の種類 事務委任先

旅行命令に関する事務 副知事、会計管理者、本部長、最高情報統括監、危機管理・

報道監、部長、副本部長、副部長、総括政策監、新型イン

フルエンザ対策総括監、企業立地総括監、雇用対策総括監、

課長、政策監、粒子線治療推進監、建設政策監、歳入政策

監及び出納局長

事務の種類

自己の旅行命令に関す

ること

課長並びに副本部長、総括政策監及び政策監（特定政策組

織（粒子線治療推進監及び組織規則第25条第1項の規定

により置かれた職にある者からなる組織、組織規則第25

条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織、

歳入政策監及び組織規則第25条第1項の規定により置か

れた職にある者からなる組織、政策監及び組織規則第26

条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織

をいう。以下同じ。）が置かれた場合に限る。）

企画・経営グループ、

課、入札・検査センター

又は特定政策組織に所

属する職員の旅行命令

に関すること

年次休暇等の願の処理

に関する事務

副知事、会計管理者、本部長、最高情報統括監、危機管理・

報道監、部長、副本部長、副部長、総括政策監、新型イン

フルエンザ対策総括監、企業立地総括監、雇用対策総括監、

課長、政策監、粒子線治療推進監、建設政策監、歳入政策

監及び出納局長

自己の年次休暇等の処

理に関すること

課長並びに副本部長、総括政策監及び政策監（特定政策組

織が置かれた場合に限る。）

企画・経営グループ、

課、入札・検査センター

又は特定政策組織に所

属する職員の旅行命令

に関すること

週休日の振替に関する

事務

副知事、会計管理者、本部長、最高情報統括監、危機管理・

報道監、部長、副本部長、副部長、総括政策監、新型イン

フルエンザ対策総括監、企業立地総括監、雇用対策総括監、

課長、政策監、粒子線治療推進監、建設政策監、歳入政策

監及び出納局長

自己の週休日の振替に

関すること

課長並びに副本部長、総括政策監及び政策監（特定政策組

織が置かれた場合に限る。）

企画・経営グループ、

課、入札・検査センター

又は特定政策組織に所

属する職員の週休日の

振替に関すること
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休日の代休日の指定に

関する事務

副知事、会計管理者、本部長、最高情報統括監、危機管理・

報道監、部長、副本部長、副部長、総括政策監、新型イン

フルエンザ対策総括監、企業立地総括監、雇用対策総括監、

課長、政策監、粒子線治療推進監、建設政策監、歳入政策

監及び出納局長

自己の休日の代休日の

指定に関すること

課長並びに副本部長、総括政策監及び政策監（特定政策組

織が置かれた場合に限る。）

企画・経営グループ、

課、入札・検査センター

又は特定政策組織に所

属する職員の休日の代

休日の指定に関するこ

と

宿日直勤務の命令に関

する事務

会計管理者、本部長、最高情報統括監、危機管理・報道監、

部長、副本部長、副部長、総括政策監、新型インフルエン

ザ対策総括監、企業立地総括監、雇用対策総括監、課長、

政策監、粒子線治療推進監、建設政策監、歳入政策監及び

出納局長

自己の宿日直勤務の命

令に関すること

課長並びに副本部長、総括政策監及び政策監（特定政策組

織が置かれた場合に限る。）

企画・経営グループ、

課、入札・検査センター

又は特定政策組織に所

属する職員の宿日直勤

務の命令に関すること



別
表
第
三
の
統
括
本
部
の
県
政
の
重
要
な
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

統
括
本
部

県
政
の
重
要
な

計
画
の
作
成
及

び
推
進
に
関
す

る
こ
と

総
合
計
画
を
決

定
す
る
こ
と

１
総
合
計
画

の
進
捗
管
理

に
関
す
る
こ

と

２
各
本
部
の

振
興
計
画
の

総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と

別
表
第
三
の
統
括
本
部
の
研
修
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

統
括
本
部

文
化
行
政
に
関

す
る
事
務

文
化
行
政
の
基

本
方
針
に
関
す

る
こ
と

文
化
行
政
の
総

合
調
整
に
関
す

る
こ
と

別
表
第
三
の
危
機
管
理
・
広
報
課
の
危
機
管
理
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
の
項
中
「危

機
管
理
の

」
を
「新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
等
の
危
機
管
理
の

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
県
民
協
働
課
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
事
務
の
項
か
ら
世
界
・

の
博
覧
会
記
念
事
業
の
推
進
に
関
す
る
事
務
の
項
ま
で
の
規
定
中
「県

民
協
働
課

」
を
「男

女
参
画
・
県
民
協
働
課

」
に
改
め
、
同
表
の
男
女
共
同
参
画
課
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
の
促
進
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
の
項
中「男

女
共
同
参
画
課

」

を
「男

女
参
画
・
県
民
協
働
課

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

男
女
参
画
・

県
民
協
働
課

生
涯
学
習
施
策

の
総
合
調
整
に

関
す
る
事
務

生
涯
学
習
施
策

の
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と

生
涯
学
習
施
策

の
連
絡
調
整
に

関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
こ
と

別
表
第
三
の
こ
ど
も
課
の
青
少
年
対
策
の
総
合
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
の
項
中

「こ
ど
も
課

」
を
「こ

ど
も
未
来
課

」
に
改
め
、
同
表
の
こ
ど
も
課
の
青
少
年
健
全
育
成
条

例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
項
中
「こ

ど
も
課

」
を
「こ

ど
も
未
来
課

」
に
改
め
、
同
項
の

課
長
専
決
事
務
の
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
を
削
り
、
同
表
の
こ
ど
も
課
の
青
少
年
の
国
際
交
流
に
関
す
る
事
務
の
項
か
ら
こ
ど

も
課
の
私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
事
務
の
項
ま
で
の
規
定
中
「こ

ど
も
課

」
を
「こ

ど
も
未
来

課

」
に
改
め
、
同
表
の
こ
ど
も
課
の
ニ
ー
ト
対
策
に
関
す
る
こ
と
の
項
中
「こ

ど
も
課

」
を

「こ
ど
も
未
来

課
」
に
「関

す
る
こ
と

」
を
「関

す
る
事
務

」
に
改
め
、
私
学
文
化
課
の
私

立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
関
す
る
事
務
の
項
中
「私

学
文
化

課

」
を
「こ

ど
も
未
来
課

」
に
改
め
、
同
表
の
私
学
文
化
課
の
宗
教
法
人
に
関
す
る
事
務
の

項
か
ら
国
際
課
の
一
般
旅
券
の
発
給
に
関
す
る
事
務
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
の
く
ら
し
の

安
全
安
心
課
の
食
品
安
全
に
関
す
る
事
務
の
項
の
本
部
長
専
決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

食
品
安
全
対
策
の
総
合

調
整
に
関
す
る
こ
と

別
表
第
三
の
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
の
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決

事
務
の
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号

を
第
四
号
と
し
、
同
表
の
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
の
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
務
の
項
の
本

部
長
専
決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

消
費
生
活
協
同
組
合
の

解
散
命
令
及
び
許
可
の

取
消
し
に
関
す
る
こ
と

佐 賀 県 公 報 号外第8号平成 年 月 日(火)5



別
表
第
三
の
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
の
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事

務
の
欄
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二

十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

21
消
費
生
活
条
例
第
43
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
勧
告
並
び
に
第
43
条
第
１
項
及

び
第
２
項
に
基
づ
く
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
の
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
の
計
量
法
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

く
ら
し
の
安

全
安
心
課

食
育
の
推
進
に

関
す
る
事
務

佐
賀
県
食
育
推

進
基
本
計
画
に

関
す
る
こ
と

１
食
育
推
進

の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ

と２
佐
賀
県
食

育
賞
の
実
施

に
関
す
る
こ

と

別
表
第
三
の
有
明
海
再
生
・
自
然
環
境
課
の
国
定
公
園
に
関
す
る
事
務
の
項
の
本
部
長
専

決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
定
公
園
の
指
定
申
出
、

区
域
の
変
更
及
び
指
定
解

除
に
つ
い
て
の
意
見
の
提

出
に
関
す
る
こ
と

別
表
第
三
の
循
環
型
社
会
推
進
課
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
産
業
廃

棄
物
に
限
る
。）に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号

と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

６
産
業
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
業
の
許
可
、
変
更
許
可
若
し

く
は
許
可
の
取
消
し
又
は
事
業
の
停
止
に
関
す
る
こ
と

別
表
第
三
の
循
環
型
社
会
推
進
課
の
使
用
済
み
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
に

関
す
る
事
務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

循
環
型
社
会

推
進
課

使
用
済
自
動
車

の
再
資
源
化
等

に
関
す
る
法
律

に
関
す
る
事
務

１
引
取
業
者

の
登
録
の
拒

否
及
び
取
消

し
に
関
す
る

こ
と

２
フ
ロ
ン
類

回
収
業
者
の

登
録
の
拒
否

及
び
取
消
し

に
関
す
る
こ

と

３
解
体
業
の

許
可
の
取
消

し
に
関
す
る

こ
と

４
破
砕
業
の

許
可
の
取
消

し
に
関
す
る

こ
と

１
引
取
業
者

の
登
録
に
関

す
る
こ
と

２
フ
ロ
ン
類

回
収
業
者
の

登
録
に
関
す

る
こ
と

３
解
体
業
の

許
可
に
関
す

る
こ
と

４
破
砕
業
の

許
可
に
関
す

る
こ
と

５
情
報
管
理

セ
ン
タ
ー
か

ら
の
報
告
に

関
す
る
こ
と

６
関
連
事
業

者
へ
の
勧
告

及
び
命
令
に

関
す
る
こ
と

７
関
連
事
業

者
か
ら
の
報

告
徴
収
及
び

立
入
検
査
に

関
す
る
こ
と
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別
表
第
三
の
障
害
福
祉
課
の
障
害
者
自
立
支
援
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
係
る
事
業
者
及
び

施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
事
務
の
項
の
本
部
長
専
決
事
務
の
欄
中
「事

業
者
及
び

」
を
削
り
、

同
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法
に
係

る
事
業
者
の
指
定
及
び
指

定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ

と別
表
第
三
の
障
害
福
祉
課
の
自
立
支
援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
を
行
う
も
の
に
限
る
。）
に

関
す
る
事
務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
福
祉
課

障
害
者
自
立
支

援
法
に
係
る
自

立
支
援
医
療
機

関
に
関
す
る
事

務

１
自
立
支
援

医
療
機
関
の

指
定
及
び
指

定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ

と

２
指
定
自
立

支
援
医
療
機

関
を
立
入
検

査
し
、
及
び

報
告
を
聴
取

す
る
こ
と

３
精
神
通
院

医
療
費
の
負

担
に
関
す
る

こ
と

別
表
第
三
の
障
害
福
祉
課
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課

長
専
決
事
務
の
欄
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
表
の
医
務
課
の

医
師
及
び
看
護
師
等
修
学
資
金
に
関
す
る
事
務
の
項
を
削
り
、
同
表
の
生
活
衛
生
課
の
そ
の

他
の
生
活
及
び
環
境
の
衛
生
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
の
第
八
号
中
「国

民
生
活
金
融
公
庫
融
資

」
を
「株

式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
生
活
衛
生
資
金
貸
付
に
係

る
特
別
融
資
に
限
る
。）

」
に
改
め
、
同
表
の
生
産
者
支
援
課
の
農
林
水
産
業
の
金
融
に
関
す

る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
の
第
一
号
中
「農

林
漁
業
金
融
公
庫
資
金

」
を
「株

式

会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
資
金
（
農
林
水
産
事
業
に
限
る
。

）」
に
改
め
、
同
表
の
総
務
法
制

課
の
法
令
の
審
査
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
務
法
制
課

宗
教
法
人
に
関

す
る
事
務

１
宗
教
法
人

の
設
立
の
た

め
の
規
則
及

び
宗
教
法
人

規
則
の
変
更

並
び
に
宗
教

法
人
の
合
併

に
つ
い
て
認

証
す
る
こ
と

２
宗
教
法
人

規
則
の
認
証

及
び
宗
教
法

人
の
合
併
の

認
証
の
取
消

し
に
関
す
る

こ
と

３
宗
教
法
人

の
任
意
解
散

を
認
証
す
る

こ
と
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４
宗
教
法
人

が
行
う
公
益

事
業
以
外
の

事
業
の
停
止

を
命
ず
る
こ

と

５
宗
教
法
人

の
監
督
に
関

す
る
こ
と

総
務
法
制
課

行
政
書
士
に
関

す
る
事
務

１
行
政
書
士

試
験
の
実
施

に
関
す
る
こ

と

２
行
政
書
士

の
業
務
の
禁

止
等
の
処
分

に
関
す
る
こ

と

３
行
政
書
士

会
の
会
則
の

制
定
及
び
変

更
を
認
可
す

る
こ
と

４
行
政
書
士

及
び
行
政
書

士
会
の
監
督

に
関
す
る
こ

と

別
表
第
三
の
税
務
課
の
県
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
の

第
四
号
中「

第
５
条
第
３
項
」

を「
第
５
条
第
５
項
」

に
改
め
、
同
表
の
統
計
調
査
課
の
統

計
の
指
導
及
び
普
及
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
際
課

国
際
交
流
に
関

す
る
事
務

職
員
の
海
外
派

遣
研
修
に
関
す

る
こ
と

１
海
外
の
交

流
地
域
等
と

の
交
流
事
業

に
関
す
る
こ

と

２
在
外
県
人

会
と
の
連
絡

調
整
及
び
支

援
に
関
す
る

こ
と

国
際
課

国
際
化
に
対
応

し
た
環
境
づ
く

り
に
関
す
る
事

務

１
県
民
の
国

際
理
解
推
進

に
関
す
る
こ

と

２
外
国
青
年

招
致
事
業
に

関
す
る
こ
と

３
在
住
外
国

人
の
支
援
に

関
す
る
こ
と

４
財
団
法
人

佐
賀
県
国
際

交
流
協
会
（
平

成
２
年
２
月

７
日
に
財
団

法
人
佐
賀
県

国
際
交
流
協

会
と
い
う
名

称
で
設
立
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さ
れ
た
法
人

を
い
う
。）と

の
連
絡
調
整

及
び
支
援
に

関
す
る
こ
と

国
際
課

国
際
協
力
に
関

す
る
事
務

１
研
修
員
等

の
受
入
れ
に

関
す
る
こ
と

２
海
外
の
交

流
地
域
等
へ

の
協
力
に
関

す
る
こ
と

国
際
課

一
般
旅
券
の
発

給
に
関
す
る
事

務

一
般
旅
券
の

発
給
申
請
に

係
る
審
査
並

び
に
作
成
及

び
交
付
に
関

す
る
こ
と

別
表
第
三
の
会
計
課
の
現
地
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
事
務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。会

計
課

か
い
等
の
指
定

に
関
す
る
事
務

１
か ヽ
い ヽ
の
指

定
に
関
す
る

こ
と

２
か ヽ
い ヽ
の
出

納
員
と
な
る

者
の
職
の
指

定
に
関
す
る

こ
と

別
表
第
三
の
会
計
課
の
会
計
事
務
の
検
査
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
中

「現
地
機
関

」
を
「か ヽ

い ヽ

」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
会
計
課
の
現
金
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の

欄
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
同
表
の
会
計
課
の
支
出
負
担
行
為
の
確
認
及
び
支
出
命
令
の
審
査
に
関
す
る
事
務

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

会
計
課

支
出
負
担

行
為
の
確

認
及
び
支

出
命
令
の

審
査
に
関

す
る
事
務

支
出
負
担
行

為
に
つ
い
て

の
確
認
及
び

こ
れ
に
伴
う

支
出
に
関
す

る
こ
と
（
課

長
及
び
係
長

が
専
決
す
る

こ
と
が
で
き

る
事
務
を
除

く
。

佐
賀
県
財
務

規
則
別
表
第

１
の
Ａ
欄
の

本
庁
等
の
各

課
の
長
に
区

分
さ
れ
る
支

出
負
担
行
為

の
確
認
及
び

こ
れ
に
伴
う

支
出
に
関
す

る
こ
と
（
係

長
が
専
決
す

る
こ
と
が
で

き
る
事
務
を

除
く
。）

１
報
酬
、
給
料
、

職
員
手
当
等
、
共

済
費
、
災
害
補
償

費
、
恩
給
、
賃
金
、

旅
費
及
び
公
課
費

に
係
る
支
出
負
担

行
為
の
確
認
及
び

こ
れ
に
伴
う
支
出

に
関
す
る
こ
と

２
上
記
以
外
の
節

に
係
る
一
件
（
個

々
の
契
約
金
額
）

百
万
円
未
満
の
支

出
負
担
行
為
の
確

認
及
び
一
件
百
万

円
未
満
（
佐
賀
県

財
務
規
則
第
百
四

十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
物

品
の
購
入
の
う
ち

単
価
契
約
に
係
る

も
の
及
び
共
通
費

管
理
シ
ス
テ
ム
に
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よ
る
公
共
料
金
等

支
出
事
務
の
処
理

に
関
す
る
規
則
第

八
条
の
規
定
に
よ

る
公
共
料
金
等
の

経
費
に
つ
い
て
は

全
額
）
の
支
出
に

関
す
る
こ
と

３
資
金
前
渡
及
び

概
算
払
の
精
算
に

係
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
佐
賀
県
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

２

佐
賀
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

九

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
印

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
長
印

別
表
の
企
業
立
地
統
括
理
事
の
項
を
削
り
、
同
表
副
本
部
（
部
）
長
印
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

（
佐
賀
県
文
書
規
程
の
一
部
改
正
）

３

佐
賀
県
文
書
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

四

課

組
織
規
則
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
及
び
入
札
・
検
査
セ
ン
タ
ー
並
び

に
特
定
の
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
組
織
（
粒
子
線
治
療
推
進
監
及
び
組
織
規
則
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
、
組
織
規

則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
、
歳

入
政
策
監
及
び
組
織
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る

者
か
ら
な
る
組
織
並
び
に
政
策
監
及
び
組
織
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
「
特
定
政
策

佐
賀

県

〇
〇
本
部

企
画
・
経
営

グ
ル
ー
プ
長
印

佐
賀

県

〇
〇
本
部

企
画
・
経
営

グ
ル
ー
プ
印

企
画
・
経
営
グ

ル
ー
プ
長

〃

２
３

２
２

企
画
・
経
営
グ

ル
ー
プ
印

企
画
・
経
営
グ

ル
ー
プ
長
印
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組
織
」
と
い
う
。）
を
い
う
。

第
二
条
第
五
号
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
企
画
・

経
営
グ
ル
ー
プ
等
」
を
「
特
定
政
策
組
織
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
十
条
第
一

項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
、
企
業
立
地
統
括
理
事
専
決
事
項
」
を
削
り
、「
総
括
政
策
監
専
決
事

項
」
の
下
に
「
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
専
決
事
項
、
企
業
立
地
総
括
監
専

決
事
項
、
雇
用
対
策
総
括
監
専
決
事
項
」
を
加
え
る
。

（
佐
賀
県
歴
史
的
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

４

佐
賀
県
歴
史
的
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
佐
賀
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
の
一
部
改
正
）

５

佐
賀
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
課
」
を
「
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
」

に
改
め
る
。

（
佐
賀
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

６

佐
賀
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
元
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
課
」
を
「
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
」
に
、「
第
二
十
二

条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
佐
賀
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

７

佐
賀
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
課
」
を
「
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
」

に
、「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
三
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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再生紙を使用しています。

購

読

料

一
か
年
三
一
、二
〇
〇
円
（
送
料
共
）

申

込

先

佐
賀
県
経
営
支
援
本
部
総
務
法
制
課

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
印
刷
及
び
発
行

発

行

者

佐
賀
県
知
事

古

川

康

発
行
定
日

毎
週
火
金
曜
日

印

刷

所

㈱
佐
賀
印
刷
社
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